
注目
１

● いつごろ配布されますか？
　 毎月 25 日前後～当月１日頃に配布します。
● 公共施設等には配架されますか？
　  これまで通り市役所、文化センター、各地区公民館、

駅等への配架を行います。ただし、戸別配布を行うた
め部数を減らしての配架となります。

● 届かない場合はどこへ連絡すればよいですか？
　  配布期間を過ぎても届かない場合は、以下へご連絡く

ださい。

● 広報きたもと以外の市の発行物も届きますか？
　  ごみカレンダー、医療機関ガイド、北本市議会だより

も併せてお届けします。また、市の関係団体による発
行物も一緒に配布される場合があります。

配布業務受託者：北本市シルバー人材センター
（☎ 594-9906）

※個人情報保護のため、電話でお答えできない場合もあります。

5 月号から広報きたもとをポストにお届けします

省エネ家電や省エネ設備設置に補助します

注目
１

注目
２

　広報きたもとは、行政・市政情報の他、地域の魅力や市
民の皆さんの想いをお伝えする特集や取材
記事等を掲載しています。これらを北本市
に暮らす全ての皆さんに直接お
届けするため、来月号から各世
帯のポストへお届けします。

広報きたもとは PC や
スマホでもご覧になれます

　市内から排出される温室効果ガスを削減し、地球温暖化を
防止するため、各家庭でできる環境にやさしい取組みに補助
金を交付します（予算総額 1,000 万円）。身近なところから
ゼロカーボンを目指しましょう。

各補助金は、４月 15 日（月）から郵送申請で受付し、
予算額に達した時点で終了 ( 先着順 ) です。申請方法等の詳
細は、市ホームページをご覧ください。

広報きたもとの電子データを市
ホームページやスマートフォン
アプリ「マチイロ」に掲載して
います。また、最新号の発行は
北本市 SNS でお知らせしてい
ます。ぜひご利用
ください。

問市長公室シティプロモーション・広報担当（☎594-5505）

問環境課環境政策・保全担当（☎ 594-5524）

　よくあるご質問

ゼロカーボンシティの実現に向けて

　古い冷蔵庫を新しい冷蔵庫に買い換えると
　最大3万円補助！
対４月１日（月）以降に、古い電気冷蔵庫 ( 平

成 25 年（2013 年 ）12 月 31 日 以 前 に
製造されたもの ) から、省エネ基準達成率
100% 以上の電気冷蔵庫に買い換えた人

補助額 対象製品の購入価格の20％
① 市内に本店があるお店で購入…上限３万円
② ①以外の市内のお店で購入…上限１万円

省エネ家電製品買換え促進事業補助金
（予算額 500 万円）

　 事前に申請し、交付決定後に設置工事してください。
交付決定までに４週間程度かかります。

対以下の設備を設置する人

住宅用省エネルギー設備設置費補助金
（予算額 500 万円）

※ ①～⑤で２以上の機器を設置する場合、各種補助対象
機器の補助金額の合計額（上限 10 万円）

特集 取材
れらを北本市
お
世

補助額　
　① 太陽光発電システム…５万円
　② 家庭用燃料電池（ｴﾈﾌｧｰﾑ）…５万円
　③ 太陽熱利用システム（強制循環型）…５万円
　④ 家庭用蓄電池…５万円
　⑤ Ｖ２Ｈ充電設備…５万円
　⑥ 地中熱利用システム…20万円

申込み日時 期間 場所 内容 対象 定員 費用 持ち物 その他講師 Eメール ホームページ 問合せ問HPE他申講持費定対内場期時

広
ス

広
ホ
アプ
いま
北本
ます
くだス

ポ
ー
ツ

保
健
・
子
育
て

安
心
・
安
全

ま
ち
の
話
題

掲
示
板

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

注
目
情
報

募

集

2 2024年４月１日発行

〈広告〉

留意点

北本市役所　☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997

低所得世帯の子ども１人あたり５万円の追加支給
子どもが別世帯の場合は申請が必要です注目

３
問共生福祉課経済対策給付金担当（☎ 590-6250）
※個人情報保護のため、電話でお答えできない場合もあります。

※ 対象は平成 17 年 4 月 2 日
以降に生まれた 18 歳以下の
子どもです

※ 令和 5 年 12 月 1 日を基準日
とし、該当する子ども 1 人
あたり 5 万円を追加支給し
ます（基準日以降に生まれた
子どもについては下記をご覧
ください）

次の世帯は、
北本市から給付決定のご案内を送付します

① 基準日以降に生まれた新生児がいる世帯
② 児童手当支給事務における「別居監護申立」の手続きをしている世帯
※ どちらも電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金または価格高

騰対応重点支援給付金の給付が済んでいる場合に、北本市から案内を送付
します。まずは世帯に対する給付の手続きをお済ませください。

!

電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援追加給付金
住民税非課税世帯に7万円支給

 価格高騰対応重点支援給付金

住民税均等割のみ課税世帯に10万円支給

支給済の世帯に対象となる子どもが何人いるか算出
住民登録を通じて、同居している子どもについて算出します。
このため、単身で寮に入っている子どもなど住民票が別世帯と
なっている子どもを扶養している場合は申請が必要です。

低所得世帯（住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税
世帯）に対する子ども１人あたり 5万円の加算給付は、電力・
ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金または価格高騰
対応重点支援給付金の支給を受けた世帯に対し、市が支給す
るものです。

　すでに給付金の支給を受けている場合、子ども加算の追加
支給を受けるにあたって、原則として申請は必要ありません。
しかし、別世帯の子どもを扶養している場合は申請が必要に
なります。

申 請 方 法 は 市
ホームページを
ご覧ください▶

申請必要 申請不要
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